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学校法人新潟総合学園役員等の報酬および退職金に関する規程 
 
（趣  旨） 
第１条 この規程は、学校法人新潟総合学園（以下「学園」という。）の寄附行為第６０条の

規定に基づき、役員および評議員（以下「役員等」という。）の報酬等に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 
 
（定義等） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 
（１）役員とは、理事および監事をいう。 
（２）理事 学園の寄附行為に規定する者とし、本規程では次の名称で区分する。 

イ 理事長      ：寄附行為第１６条第２項に規定する者 
ロ 副理事長、専務理事、常務理事：寄附行為第１６条第５項に規定する者 
ハ 学長理事     ：寄附行為第９条第１項第１号に規定する者 
ニ 職員兼務理事   ：理事としての役職名の如何に係らず、現に学園と労働契約

を締結している者 
ホ 学外理事     ：非業務執行理事 

（３）常勤監事とは、寄附行為第３１条に規定する者をいう。 
（４）非常勤監事とは、寄附行為第７条第１項第２号のうち、前号以外の監事をいう。 
（５）評議員 寄附行為第３４条第１項の各号に規定する者 
（６）役員等の報酬等とは、報酬、退職手当その他の役員等としての職務執行の対価とし

て受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この役員等の報酬等には、

職員の給与に関する規程等（以下、「給与規程等」という。）に基づくものを含まない。 
 

（報酬の支給） 
第３条 役員等に対して、別表１に定める報酬を支給することができる。ただし、学長理事、

職員兼務理事については、給与規程等により給与を支給し、理事会で定めた場合を除き報酬

は支給しない。 
２ 報酬の額は、物価の変動その他の諸事情により必要と認められるときは、その見直しを

行うものとする。 
 
（報酬の支給日） 
第４条 役員等に対する報酬の支給日は、次の各号に定めるとおりとする。 
 （１）理事（学外理事を除く。）、監事        職員の例による。 
 （２）学外理事および評議員            必要の都度、支払うものとする。 
 
（報酬の支給の制限） 
第５条 役員等がその報酬額の定まっている期間中、１日も勤務しなかった場合は、報酬を
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支給しないことができる。 
 
（報酬の支給の停止） 
第６条 第２条に定める役員が、次の各号に該当する場合は、報酬の支給を停止する。 
 （１）受給の辞退があったとき。 
 （２）学園の財政上支出が困難になったとき。 
 （３）役員等が学園に対して不利益な行為を行ったとき。 
 （４）役員等が学園と係争関係に入ったとき。 
 
（退職手当） 
第７条 第２条に定める役員のうち、理事（学外理事を除く）については、在任年数が１年

以上の者が退任した場合には、この規程の定めるところにより退職手当をその者（死亡によ

る退任の場合にはその遺族）に支給することができる。ただし、寄附行為の規定により解任

された場合は、この限りでない。 
２ 前項に規定する遺族は、労働基準法施行規則の定めを準用する。 
３ 退職手当の額は、次の基準により理事会で決定する。 

最終報酬月額 × 在任年数 × 係数 
４ 退職手当は、退職時から２ヶ月以内に支給する。 
 
（補 則） 
第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議を経て、別に定める。 
 
（改 廃） 
第９条  この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の決議により行う。 
 
 附 則 
 １．この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
 ２．平成１３年４月１日制定の学校法人新潟総合学園役員等の報酬及び退職手当に関する

規程は、この規程の施行をもって廃止する。 
 附 則 
この規程は、令和３年５月２８日から施行する。 
 附 則 
この規程は、２０２５年６月１０日から施行する。 
 附 則 
２０２６年６月２４日理事会にて規程の変更がないことを確認した。 
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別表１ 
役員等報酬表（第３条関係） 

役職の区分 報  酬  の  額 

理  事  長 
別表２役員号俸表のうちから、理事会において決定する。 
ただし、理事会で定めた場合を除き、学長理事、職員兼務理事について

は、給与規程等により給与を支給する。 

副 理 事 長 
必要により、別表２役員号俸表のうちから、理事会において決定す

る。ただし、理事会で定めた場合を除き、学長理事、職員兼務理事に

ついては、給与規程等により給与を支給する。 

専 務 理 事 
必要により、別表２役員号俸表のうちから、理事会において決定す

る。ただし、理事会で定めた場合を除き、学長理事、職員兼務理事に

ついては、給与規程等により給与を支給する。 

常 務 理 事 
必要により、別表２役員号俸表のうちから、理事会において決定す

る。ただし、理事会で定めた場合を除き、学長理事、職員兼務理事に

ついては、給与規程等により給与を支給する。 

常 勤 監 事 別表２役員号俸表のうちから、理事会において決定する。 

非常勤 監 事 月額６０，０００円を上限として、理事長が定めた額を支給する。 

学 外 理 事 
評 議 員 

理事会等への出席など職務の執行１日につき５０，０００円を上限と

して、理事長が定めた額を支給することができる。 
別表２ 
役員号俸表（単位：千円） 

号俸 報酬の額（月額） 

１０号俸 １，５００ 

９号俸 １，０００ 

８号俸 ７００ 

７号俸 ５００ 

６号俸 ３７５ 

５号俸 ２５０ 

４号俸 ２００ 

３号俸 １５０ 

２号俸 １００ 

１号俸 ５０ 

 


